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飯島町議会議長宮脇寛行様
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議長
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下記のとおり飯島町議会会議規則第59条第2項の規定により一般質問の通告をします。

局長

質問事項(タイトル)

1 ナフサ対策につい

て

ゾ 1●

1_1,}、3

書記

②

2 生活困窮者につい

て

令和8年5月ユぢ日

aヲ'・午後夕時ψづ分

般質問通告書

受付

1-1町としてナフサ不足・物価高騰が及ぽす影響を把

握しているか。プラスチック容器、ゴミ袋、医療、農業用

資材等の調査はしたか。

2-1 生活困窮者自立支援制度を町民に周知徹底して

いるか。

2-2 支援体制はどのようになっているか。まいさぽ上

伊那に過去5年間に何件つなげて、何件就労出来たか。

2-3 困窮者は、特に母子家庭、引きこもり、孤立高齢

者などが予想されるが実態はどうか。

3-1 受給者数過去5年の受給者数、世帯構成、高齢者

単身世帯の実態は。

3-3 ケースワーカーは何人で具体的にどのようなこと

を行つているか。

3-4扶養照会は申請者全員に行っているか。

4-1 過去5年の件数、予告件数、解除件数は。

4-2 給水停止になる前に生活保護や生活困窮者自立

相談支援事業につなげているか、つなげた実績は何件

あつたか。

4-3 神奈川県水道事業統計年報で水道料金減免実施

状況をまとめて公表しているが当町も悪質な場合を除

いて減免措置したらよいと思うが見解は。

4-4 生活困窮者に対し、生活保護受給証明、児童扶養

手当、町民税非課税証明書を提出すれぱ水道料金減免

を可能とする制度の創設を強く求めるが。見解は。
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